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■総務課から

町からのお知らせ

愛南町職員の給与・定員管理等についてお知らせします

　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第58条の2及び愛南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例に基づき、愛南町の給与・定員管理等を公表します。なお、紙面の都合上、詳細についてはホームページ

に掲載させていただきます。詳しくは、総務課職員係（TEL72−1211）までお問い合わせください。

１　総括
（1）人件費の状況（普通会計決算）

区分
住民基本
台帳人口

（平成26年度末現在）

歳出額
（Ａ）

実質
収支

人件費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ/Ａ）

（参考）
平成25年度の
人件費率

平成26
年度 

人

23,412
千円

16,518,101
千円

504,964
千円 ％ ％

3,057,450 18.5 20.4 

（注）１　「地方財政状況調査」の区分による普通会計（一般・温
泉）決算です。

　　  ２　人件費には、特別職の給与、共済組合負担金、公務災害
補償費等を含みます。

（2）職員給与費の状況（普通会計予算）

区

分

職
員
数（
Ａ
）

給　与　費 一
人
当
た
り
給

与
費（
Ｂ
／
Ａ
）

給

料

職
員
手
当

期
末
・

勤
勉
手
当

計（
Ｂ
）

平成26
年度

人 千円 千円 千円 千円 千円

384 1,384,029 200,277 503,328 2,087,634 5,437 

（注）１　「地方財政状況調査」の区分による普通会計予算です。
　　  ２　職員手当には、退職手当を含みません。
　　  ３　職員数は、平成26年4月1日現在の職員数です。

２　一般行政職給料表の状況
（平成27年4月1日現在）

（2）職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

区　分 愛南町 愛媛県 国

一般行政職

大学卒 174,200円 177,600円

総合職
 187,000円

一般職
 174,200円

高校卒 142,100円 144,300円
一般職

 142,100円

技能労務職
高校卒 136,400円 140,099円 −

中学卒 124,800円 124,432円 −

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成27年4月1日現在）

区　分
10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

一般行政職
大学卒 251,128円 276,344円 325,833円

高校卒 205,981円 247,258円 299,179円

技能労務職
高校卒 − 219,573円 225,900円

中学卒 187,703円 − 231,390円

（注）経験年数は、実際の勤続年数に採用前の前歴期間を加えた年数です。

４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成27年4月1日現在）

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

６級 総括課長 2人 0.8%

５級 課長 31人 12.4%

４級 課長補佐 54人 21.6%

３級 係長・主任 75人 30.0%

２級 主査 60人 24.0%

１級 主事 28人 11.2%

（注）1　愛南町職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分によ
る職員数です。

　2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（1）職員の平均年齢、平均給料月額の状況
（平成27年4月1日現在）

①一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

愛南町 45.0歳 303,600円 339,481円

愛媛県 44.9歳 346,626円 441,040円

国 43.5歳 334,283円 408,996円

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級

1号級の
給料月額

137,600 187,700 223,900 258,300 285,000 315,800

円 円 円 円 円 円

最高号級の
給料月額

244,900 301,900 347,700 378,700 390,700 407,900

円 円 円 円 円 円

②技能労務職

区　分
公　務　員

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額

愛南町 52.9歳 23人 254,100円 262,878円

うち用務員 52.8歳 245,500円 251,838円

うち自動車運転手 53.4歳 277,600円 292,800円

うち清掃職員 − 歳 −　円 −　円

うち学校給食員 57.3歳 275,300円 280,800円

うちその他技能労務職 51.6歳 260,700円 274,100円

愛媛県 50.7歳 254人 331,991円 369,358円

国 50.2歳 2,994人 289,141円 325,318円

（3）特記事項
○ 特別職の給料月額を愛南町特別職等の職員の給料の

特例に関する条例（平成19年愛南町条例第14号）に基づ
き、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、
以下のとおり減額支給しています。
・町　長：給料月額  3.5%減額（770,000円→743,050円）
・副町長：給料月額  3.5%減額（625,000円→603,125円）
・教育長：給料月額  3.5%減額（570,000円→550,050円）

○ 管理職手当の見直しを行い、平成21年4月1日より定
額制に改正し、以下のとおり減額支給しています。
・平成22年1月から 総務課長（25,000円減額）、会計管理

者等（18,000円減額）、課長等（15,000円減額）、所長心得
（10,000円減額）
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（2）昇給への勤務成績の反映状況
　愛南町職員の勤務成績の評定に関する規則に基づき、毎年１回
定期的に勤務成績の評定を行い人事管理の基礎資料とし、公務能
率の発揮及び増進を図っています。
　勤務評定は、評定を受ける職員の所属する管理職職員が評定者
として、所属職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、副
町長及び総務課長が調整者として、評定結果の調整を行います。
　調整した評定結果は町長が最終確認をし、人事異動、昇任及び
昇給等に活用しています。
　勤務評定による昇給区分は以下のとおりです。

評定区分

昇給区分

A B C D E

特にすぐ
れている

すぐれて
いる

普通である
普通より
も劣る

よくない

54歳以下 号給数 8以上 6 4 2 0

55歳以上 号給数 2以上 1 0 0 0

　また、人事異動に当たっての希望、勤務状況についての自己評
価、現在の仕事についての成果などを申告する自己申告書を職員
に提出させ、人事異動において活用しています。

５　職員の手当の状況
 （1）期末手当・勤勉手当（平成26年度）

区　分
愛南町 愛媛県 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

支給割合 2.60月分 1.50月分 2.60月分 1.50月分 2.60月分 1.50月分

加算措置
の状況

職制上の段階、職
務の級等による加
算措置

職制上の段階、職
務の級等による加
算措置

職制上の段階、職
務の級等による加
算措置

１人当たりの
平均支給額

1,354千円 1,623千円 −

 （3）退職手当（平成27年4月1日現在）

区　分
愛南町 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 20.445月分 25.55625月分 20.445月分 25.55625月分

勤続25年 29.145月分 34.5825月分 29.145月分 34.5825月分

勤続35年 41.325月分 49.59月分 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分 49.59月分 49.59月分

その他の
加算措置

定年前早期退
職特別措置（2
～20％加算）

定年前早期退
職特別措置（2
～20％加算）

１人当たり
平均支給額

6,164千円 17,941千円

退職手当
の

調整額

　職務の級等の区分に応
じた6段階の調整月額を決
め、職員の在職期間のう
ち、その月額が高い方か
ら60月分の合計額を調整
額として加算

　職務の級等の区分に応
じた6段階の調整月額を決
め、職員の在職期間のう
ち、その月額が高い方か
ら60月分の合計額を調整
額として加算

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した
職員に支給した平均額です。

（2）時間外勤務手当

平成26年度
決算

支給実績 89,087千円

職員１人当たり平均支給年額 236千円

平成25年度
決算

支給実績 77,272千円

職員１人当たり平均支給年額 201千円

（4）特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

平成25年度
決算

支給実績 4,794千円

支給職員１人当たり平均支給年額 67,521円

職員全体に占める手当支給職員の割合 18.8%

平成26年度 手当の種類（手当数） 9

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　愛南町職員の勤務成績の評定に関する規則に基づき、年2回勤

務成績の評定を行い、勤勉手当成績率に反映し、公務能率の発

揮及び増進を図っています。

　勤務評定は、評定を受ける職員の所属する管理職職員が評定

者として、所属職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行

い、副町長及び総務課長が調整者として、評定結果の調整を行い

ます。

　調整した評定結果は町長が最終確認をし、勤勉手当へ反映し

ています。

手当の名称 主な支給対象業務職員
左記職員に対
する支給単価

税徴収等手当 町税の徴収に関する事務に従事した職員 日額250円

防疫作業手当

感染症患者若しくは感染症の疑いのあ
る患者の救護に従事した職員

日額700円

感染症の病原体に付着した物件若しく
は付着の危険がある物件の処理作業に
従事した職員

家畜伝染病の病原体を有する家畜若し
くは家畜病原体を有する疑いのある家
畜に対する防疫作業に従事した職員

野猿駆除手当 野猿駆除に従事した職員 1回2,000円

行旅病死人
等収容手当

行旅病人の収容作業に従事した職員 1回1,000円

行旅死亡人の収容作業に従事した職員 1回3,000円

ごみ処理・
し尿処理手当

ごみ処理及びし尿処理に従事した職員 月額5,000円

火葬業務・
火葬処理手当

やむを得ない事情により火葬処理に従
事した職員

月額5,000円

夜
間
勤
務
手
当

あけぼ
の荘

あけぼの荘における夜間勤務に従事し
た職員

日額250円

環境衛
生セン
ター

環境衛生センターにおける夜間ごみ焼
却業務に従事した職員

1回1,000円

消防職手当
消防職員のうち、階級を有し、制服を
着用し、消防事務に従事する者(事務
専従職員は、支給対象外)

1日250円

救急出場手当
救急救助業務に従事した職員(救急救
命士が出場し、特定行為を実施した場
合は、250円を加算)

1回250円
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歳
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～
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歳
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計

職
員
数

0 13 27 21 25 63 66 58 45 61 76 0 455

 人 人  人  人 人  人 人 人 人 人 人 人 人

構
成
比

0.0 2.9 5.9 4.6 5.5 13.9 14.5 12.8 9.9 13.5 16.7 0.0 100 

％ ％  ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（注）　職員数は一般職に属する職員数（教育長1人を除く。）であ
り、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含
み、臨時又は非常勤職員、宇和島地区広域事務組合出向職員
等（平成26年4人及び平成27年4人）を除いています。

（3）年齢別職員構成の状況（平成27年4月1日現在）

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由

区分

部門

職員数
主な増減理由平成

26年
平成
27年

対前年
増減数

一
般
行
政
部
門

議　会 3人 3人 0人

総　務 57人 57人 0人

税　務 13人 13人 0人

民　生 97人 96人 △1人 育児休業者補充のため増員

衛　生 42人 40人 △2人
育児休業者補充、業務見
直しによる減員

農林水産 28人 27人 △1人 統廃合による減員

商　工 12人 12人 0人

土　木 13人 13人 0人

小　計 265人 261人 △4人

特
別
行
政
部
門

教　育 70人 69人 △1人 退職者不補充による減員

消　防 49人 47人 △2人 業務見直しによる増員

小　計 119人 116人 △3人

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　院 41人 40人 △1人 業務見直しによる減員

水　道 13人 13人 0人

交　通 0人 0人 0人

下水道 1人 1人 0人

その他 23人 24人 1人 業務見直しによる減員

小　計 78人 78人 0人

合　計 462人 455人 △7人

（注）　職員数は、一般職に属する職員数（教育長1人を除く。）であ
り、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含
み、臨時又は非常勤職員、宇和島地区広域事務組合出向職員
等（平成26年4人及び平成27年4人）を除いています。

８　職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分（平成26年度）

処分事由 地方公務員法 降任 免職 休職 降給 合計

勤務成績が良くな
い場合

第28条第1項第1号 − − − − 0件 

心身の故障の場合
第28条第1項第4号
　　　第2項第1号

− − − − 0件 

職に必要な適格性
を欠く場合

第28条第1項第3号 − − − − 0件 

職制、定数の改廃、
予算の減少により
廃職、過員を生じ
た場合

第28条第1項第4号 − − − − 0件 

刑事事件に関し、
起訴された場合

第28条第2項第2号 − − − − 0件 

失職した場合 第28条第4項    　  − − − − 0件 

合　　　　　計 0件 0件 0件 0件 0件 

７　職員数の状況

（2）職員数の推移

年 度
部 門

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

過去5年間の
増減数(率)

一般行政 309人 293人 274人 267人 265人 261人 △48人
（△15.5％）

教 育 88人 87人 82人 73人 70人 69人 △19人
（△21.6％）

消 防 43人 45人 49人 50人 49人 47人 4人
（9.3％）

普通会計
計 440人 425人 405人 390人 384人 377人 △63人

（△14.3％）

公営企業等
会計 計 80人 80人 78人 77人 78人 78人 △2人

（△2.5％）

総合 計 520人 505人 483人 467人 462人 455人 △65人
（△12.5％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です
（教育長1人を除く。）。

６　特別職の報酬等の状況
（平成27年4月1日現在）

区　分
給料月額等 平成27年度期末手当支給割合

減額後 6月期 12月期 計

給
　
料

町　長 770,000円 1.475月分 1.625月分 3.10月分

副町長 625,000円 1.475月分 1.625月分 3.10月分

教育長 570,000円 1.475月分 1.625月分 3.10月分

報
　
酬

議　長 281,800円 1.475月分 1.625月分 3.10月分

副議長 223,600円 1.475月分 1.625月分 3.10月分

議　員 181,000円 1.475月分 1.625月分 3.10月分
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９　職員の服務の状況
（1）年次有給休暇（平成26年1月1日～同年12月31日）

総付与日数
（A）

総取得日数
（B）

全対象職員数
（C）

平均取得日数
（B/C）

消化率
（B/A）

8,915日 1,703日 227人 7.5日 19.1%

（注）１　全対象職員数とは、平成26年1月1日から同年12月31日

までの全期間を在職した一般職員に限り、当該期間の中

途に採用した者、退職した者、当該期間中に育児休業、

休職の事由がある職員及び派遣職員を除くものとし、そ

れらの職員を除いた職員の使用した年次有給休暇の合計

数を総取得日数とします。

　 　２　総付与日数とは、平成26年1月1日現在において各職員

に付与した日数（前年からの繰越分を含む。）を全対象職員

にわたって合計したものです。

（2）懲戒処分（平成26年度）

処分事由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計

法令に違反した場合 第29条第1項第1号 1件 − − − 1件

職務上の義務に違
反 し 又 は 職 務 を
怠った場合

第29条第1項第2号 1件 − − − 1件

全体の奉仕者たる
にふさわしくない
非行があった場合

第29条第1項第3号 − − − − 0件

合　　　　　計 2件 0件 0件 0件 2件

（2）育児休業等の取得状況（平成26年度）

区　　　　　　　分 男性 女性 合計

 育児休業取得者数 − 8人 8人 

 うち新規取得者数 − 3人 3人 

 部分休業取得者数 − − 0人 

 うち新規取得者数 − − 0人 

 深夜勤務及び時間外勤務の制限請求者数 − − 0人 

 うち新規取得者数 − − 0人 

（注）１　部分休業とは、地方公務員の育児休業等に関する法律

第19条に規定する部分休業です。

　　 ２　深夜勤務及び時間外勤務の制限とは、愛南町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例第8条の3に規定する深夜及び

時間外勤務の制限です。

10　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
研修の状況
　職員の勤務能率の発揮及び増進のため、以下の研修を実施して
います。

区　　　分 研　修　名　等

職場内研修
接遇接客研修、法制執務研修、人事
評価研修、人権教育研修ほか

職
場
外
研
修

基
本
研
修

階層別研修
新採職員研修、中堅職員研修、係長
級研修、課長級研修

ス
テ
ー
ジ
ア
ッ
プ
研
修

法令コース
行政法講座、民法講座、地方自治法
講座、法制執務講座

政策形成
コース

政策立案講座、政策法務講座、問題
解決能力講座

対人能力
コース

折衝力・交渉力講座、プレゼンテー
ション講座、クレーム対応講座、ロ
ジカルシンキング講座

管理能力
コース

マネジメント能力講座、意思決定能
力講座、広報とマスコミ対応講座

行政経営
コース

県民との協働推進講座、ＣＳ（生活者
満足度）向上講座

行政実務
コース

法人会計講座（複式簿記入門コース、
営利法人コース）、文章力向上講座

派遣
研修

専門研修機関 市町村アカデミー

官公庁 愛媛県

11　職員の福祉及び利益の保護の状況
（1）職員の健康保持、疾病予防対策の状況（平成27年度）

区  分 概         要

職員定期

健康診断

年に1度、本庁及び各支所において、以下の職員

定期健康診断を行いました。

（健診内容）

身体測定、血圧測定、視力・聴力検査、尿検査、

心電図検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質

検査、血糖検査、胸部X線検査、眼底検査、大

腸がん検査、前立腺がん検査（40歳以上男性対

象）、腎機能痛風検査、糖尿病検査、乳がん検査

健康相談

上記職員定期健康診断後に、産業医、保健師及

び栄養士による健康相談を実施し、職員の健康

確保に努めました。

産業医

職場巡視

定期的に産業医が職場を巡視し、業務や業務環

境を観察することを通じて、健康障害の防止及

び快適な職場環境の形成を図りました。

（2）職場の安全衛生の状況（平成27年度）
　労働安全衛生法等に基づき、衛生委員会の設置、産業医、衛生

管理者等の配置を行い、快適な職場環境の実現と職場における職

員の安全と健康の確保のため安全衛生管理体制を整備しています。

（3）福利厚生制度に係る負担状況（平成26年度普通会計決算）

区       分 負担金額

共済組合負担金
愛媛県市町村職員共済組合 480,791千円

愛媛県公立学校共済組合 18,181千円

愛媛県市町村互助会 2,789千円

（4）公務災害の状況（平成26年度）

平成25年度末
現在未処理件数

受理
件数

認定
件数

公務外
件数

取下げ
件数

平成26年度末
現在未処理件数

1件 1件 1件 0件 0件 0件

（5）通勤災害の状況（平成26年度）

平成25年度末
現在未処理件数

受理
件数

認定
件数

公務外
件数

取下げ
件数

平成26年度末
現在未処理件数

1件 0件 1件 0件 0件 0件

（6）勤務条件に関する措置要求の状況（平成26年度）

区　分
平成25年度末

係属件数
措置要求

件数
終結件数

平成26年度末
係属件数

給　　与 − − − −

旅　　費 − − − −

勤務時間 − − − −

休　　暇 − − − −

執務環境 − − − −

福利厚生 − − − −

任　　用 − − − −

そ の 他 − − − −

計 0件 0件 0件 0件

（注）職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員
会（以下「人事委員会」という。）に対して、地方公共団体の当局に
より適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

（7）不利益処分に関する不服申立ての状況（平成26年度）

区　分
平成25年度末

係属件数
措置要求

件数
終結件数

平成26年度末
係属件数

分
限
処
分

降任 − − − −

休職 − − − −

免職 − − − −

懲
戒
処
分

戒告 − − − −

減給 − − − −

停職 − − − −

免職 − − − −

そ の 他 − − − −

計 0件 0件 0件 0件

（注）職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受
けた場合は、人事委員会に対して不服申立てをすることができる。
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行
政
評
価
委
員
会
か
ら
答
申
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

■
企
画
財
政
課
か
ら

国土交通大臣賞（絵画）  田村隆宏くん

土
砂
災
害
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た

■
建
設
課
か
ら

国土交通大臣賞（作文）  中須賀千陽さん

町
　
か
　
ら
　
の
　
お
　
知
　
ら
　
せ

【
行
政
評
価
委
員
会
に
よ
る
審
議
経
過
・
結
果
】

　
行
政
評
価
委
員
会
は
、
平
成
26
年
度
に
実
施
し
た

５
つ
の
事
業
に
つ
い
て
、
担
当
課
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

な
ど
計
３
回
に
わ
た
り
審
議
を
行
い
、
２
月
16
日
に

町
長
に
答
申
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
答
申
を
受
け
て
庁
内
で
検
討
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
業
に
反
映
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

◆
行
政
評
価
と
は

　
行
政
が
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
「
ど
の
よ
う

な
成
果
が
あ
っ
た
か
」、「
必
要
性
や
効
率
性
は
ど
う

か
」
な
ど
の
視
点
か
ら
評
価
を
す
る
手
法
で
、
行
政

事業分野 事業名 評価

水産業の
振興

地域産業研究・普及セ
ンター管理運営事業

このまま
継続／執
行方法の
改善

子育て環
境の充実

放課後児童クラブ事業
（夏休み子ども教室含
む。）

このまま
継続／拡
大

環境の保
全

再生可能エネルギー導
入可能性調査委託業務

執行方法
の改善

生涯学習
の充実

トレッキング・ザ・空
海あいなん開催事業

このまま
継続

農林業の
振興

有害鳥獣対策事業
・農作物鳥獣害防止対
策推進事業費補助金
・有害鳥獣駆除事業
・森林保全ニホンジカ
捕獲推進事業
・鳥獣被害防止総合対
策事業
・鳥獣被害防止総合対
策事業（緊急捕獲活動
支援事業）

このまま
継続／拡
大

※詳しくは、町ホームページに掲載の「平
成27年度行政評価諮問事業に係る答申書」
をご覧ください。

自
身
の
み
な
ら
ず
、
住
民
で
構
成
す
る
「
行
政
評
価
委
員
会（
中
山
孝こ

う

二じ

委
員

長
）

」
に
よ
り
客
観
的
・
多
角
的
に
評
価
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 2/
    12

　
毎
年
６
月
の
「
土
砂
災
害
防

止
月
間
」
の
活
動
の
一
環
と
し

て
実
施
さ
れ
た
「
土
砂
災
害
防

止
に
関
す
る
作
品
コ
ン
ク
ー

ル
」
で
、
町
内
小
中
学
校
の
８

名
の
作
品
が
入
選
し
ま
し
た
。

　
絵
画
と
作
文
に
分
け
て
行
わ

れ
た
コ
ン
ク
ー
ル
に
は
全
国
か

ら
合
計
３
，
６
４
６
点
の
応
募

が
あ
り
、
小
学
生
の
部
で
は
、

最
高
賞
に
当
た
る
国
土
交
通
大

臣
賞
を
両
部
門
と
も
本
町
の
児

童
が
受
賞
し
ま
し
た
。

【
入
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

※
学
年
は
２
月
12
日
現
在
】

国
土
交
通
大
臣
賞(

最
優
秀
賞)

　
田
村
隆た

か

宏ひ
ろ

く
ん（
東
海
小
５
年
） 

絵
画

　
中
須
賀
千ち

陽ひ
ろ

さ
ん（
緑
小
４
年
） 

作
文

国
土
交
通
事
務
次
官
賞

　
兵
頭
亜あ

か

ね

佳
音
さ
ん（
内
海
中
３
年
） 

作
文

愛
媛
県
砂
防
協
会
会
長
賞

　
安
田
　匠

た
く
み

く
ん（
中
浦
小
５
年
） 

絵
画

　
大
戸
　凜り

ん

さ
ん（
中
浦
小
６
年
） 

作
文

愛
媛
県
砂
防
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
会
長
賞

　
西
口
昌ま

さ

成な
り

く
ん（
緑
小
１
年
） 

絵
画

　
澤
近
奏そ

う

太た

く
ん（
東
海
小
６
年
） 

絵
画

　
尾
﨑
千か

ず

晟あ
き

く
ん（
一
本
松
中
１
年
） 

作
文       
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先
人
の
経
験
や
知
恵
を
学
ぶ

　
四
国
防
災
八
十
八
話
及
び

　
　
愛
南
町
の
災
害
体
験
談
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル

■
防
災
対
策
課
か
ら

写真左から新谷真央くん、岡野七海さん、宮﨑

莉子さん、田中莉央さん（児島兼聖くん、濵本

野湖さんは欠席）

水
産
物
の
販
売
力
強
化
戦
略
を
探
る

■
水
産
課
か
ら

む
し
歯
０
本
、お
め
で
と
う

■
保
健
福
祉
課
か
ら

　
尊
い
犠
牲
を
伴
っ
た
先
人
の
経
験

や
知
恵
を
学
び
、
そ
れ
を
自
分
の
経

験
や
知
恵
と
す
る
こ
と(
経
験
の
共

有)

を
目
的
と
し
て
、
町
内
全
小
中

学
校
を
対
象
に
「
四
国
防
災
八
十
八
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話
」
及
び
「
愛
南
町
の
災
害
体
験

談
」
を
題
材
と
し
た
感
想
文
コ
ン

ク
ー
ル
（
町
防
災
教
育
推
進
懇
談
会

主
催
）を
実
施
し
ま
し
た
。

【
入
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
※
学
年
は
３
月
５
日
現
在
】

小
学
生
の
部

最
優
秀
賞

　
岡
野
七な

な

海み

さ
ん(

東
海
小
６
年) 

　
「
過
去
と
今
を
伝
え
て
」

優
秀
賞

　
濵
本
野や

瑚こ

さ
ん(

長
月
小
５
年) 

　
「
『
第
43
話
・
長
女
が
津
波
に

　
　
　
　
　
　
奪
わ
れ
た
』
を
読
ん
で
」

　
新
谷
真ま

央お

く
ん(

平
城
小
５
年) 

　
「
日
ご
ろ
の
備
え
を
し
っ
か
り
と
」

中
学
生
の
部

最
優
秀
賞

　
宮
﨑
莉り

子こ

さ
ん(

御
荘
中
２
年) 

　
「
命
を
守
る
防
災
」

優
秀
賞

　
児
島
兼け

ん

聖せ
い

く
ん(

城
辺
中
１
年) 

　
「
あ
の
時
す
ぐ
逃
げ
て
い
れ
ば
」

　
田
中
莉り

央お

さ
ん(

篠
山
中
１
年) 

　
「
安
全
な
ふ
る
さ
と
を
守
る
た
め
に
」

　
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー
で
「
第
６
回

愛
南
町
水
産
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催

し
、
町
内
の
水
産
業
関
係
者
な
ど
約

１
０
０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
愛
媛
大
学
南

予
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
（
南
水
研
）
の

鈴
木
幸さ

ち

子こ

助
教
が
、
愛
南
町
で
養
殖

さ
れ
る
「
ス
マ
」
に
関
し
て
の
消
費

者
調
査
の
結
果
な
ど
を
報
告
し
た
ほ

か
、
㈱
流
通
研
究
所
（
神
奈
川
県
）
の

森
岡
忠た

だ

司し

研
究
員
が
、
首
都
圏
で
の

愛
南
町
産
マ
ダ
イ
の
販
売
促
進
戦
略

に
つ
い
て
講
演
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
を
受
け
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
た
南
水
研
の

竹
ノ
内
徳な

る

人ひ
と

准
教
授
は
、
「
マ
ス
コ

ミ
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
注
目
さ
れ
て

い
る
今
こ
そ
、
産
地
は
何
か
手
を
打

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
ま

し
た
。

　
愛
南
町
で
は
、
５
歳
児
健
康
診

査
で
、
む
し
歯
が
０
本
だ
っ
た
お

子
さ
ん
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

　
２
月
に
実
施
し
た
５
歳
児
健
診

で
は
、
23
名
の
受
診
者
の
う
ち
11

名
の
お
子
さ
ん
を
表
彰
し
ま
し
た
。

 

小
笠
原
穂ほ
の

香か 
ち
ゃ
ん（
須
ノ
川
）

 

上
原
沙さ

弓ゆ
み 

ち
ゃ
ん（
御
荘
平
城
）

 

中
田
大た
い

耀よ
う 

く
ん（
御
荘
平
城
）

 

原
田
　壮

た
け
る  

く
ん（
御
荘
平
城
）

 

上
田
陸り
く

翔と 

く
ん（
城
辺
甲
）

 

北
川
創そ
う

也や 

く
ん（
城
辺
甲
） 

 

間
口
蓮れ
ん

斗と 

く
ん（
城
辺
甲
）

 

宮
本
萌め

衣い 

ち
ゃ
ん（
城
辺
甲
）

 

中
尾
奈な

愛な 

ち
ゃ
ん（
広
見
）

 

西
尾
優ゆ
う

花か 

ち
ゃ
ん（
上
大
道
）   

 

長
岡
海か

い

斗と 

く
ん（
船
越
）
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愛
南
町
新
庁
舎
の
移
転
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

■
企
画
財
政
課
か
ら

委
員
を
公
募
し
ま
す

■
町
民
課
か
ら

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

■
町
民
課
か
ら

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す

■
生
涯
学
習
課
か
ら

　
平
成
28
年
３
月
末
に
現
本
庁
舎
北

側
に
新
庁
舎
が
完
成
し
た
こ
と
に
伴

い
、
役
場
機
能
が
次
の
と
お
り
新
庁

舎
に
集
約
さ
れ
、
５
月
６
日
（
金
）
か

ら
業
務
開
始
と
な
り
ま
す
。

※
代
表
電
話
番
号「
０
８
９
５
︱

７
２
︱

１
２
１
１
」
は
、こ
れ
ま
で
と
変
更
あ

り
ま
せ
ん
。な
お
、旧
庁
舎
解
体
工
事

及
び
新
庁
舎
外
構
工
事
（
駐
車
場
整

備
等
）
完
成
ま
で
、町
民
の
皆
様
に
は

大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

階
層

配
　
置
　
課
　
名

１
階

税
務
課
、
町
民
課
、
保
健
福
祉
課
、
高
齢
者
支
援
課
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
、
会
計
課

２
階

町
長
室
、
副
町
長
室
、
総
務
課
、
企
画
財
政
課
、
農
林
課
（
農
業

委
員
会
、
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
）
、
商
工
観
光
課
（
就
職
支
援
セ
ン

タ
ー
）、
水
産
課
、
建
設
課
、
環
境
衛
生
課
、
水
道
課

３
階

教
育
長
室
、学
校
教
育
課
、生
涯
学
習
課
、議
会
事
務
局
、監
査
委
員
事
務
局

　
ま
た
、
新
庁
舎
移
転
に
伴
い
、
御
荘
支
所
機
能
は
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー
１

階
に
移
転
し
、
５
月
16
日（
月
）か
ら
業
務
開
始
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ  

企
画
財
政
課 

TEL
７
２
︱

７
３
１
７

　
次
の
と
お
り
「
愛
南
町
国
民
健
康

保
険
運
営
協
議
会
」
の
委
員
を
公
募

委
員
の
名
称

愛
南
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

職
務
の
内
容

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
全
般
等
、
そ
の
運
営
状

況
に
つ
い
て
の
協
議

報
酬
等
の
条
件

日
額
７
，０
０
０
円（
交
通
費
支
給
あ
り
）

公
募
人
数

３
名（
委
員
定
数
９
名
）

任
期

委
嘱
の
日
か
ら
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で

応
募
資
格

町
内
在
住
の
国
保
被
保
険
者
で
、
20
歳
以
上
の
方

応
募
締
切
日

４
月
20
日（
水
）

申
込
み
・
問
合
せ  
町
民
課 

TEL
７
２
︱

７
３
０
０

し
ま
す
。
申
込
方
法
等
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
・
脱
退
を

し
た
と
き
は
、
加
入
・
脱
退
を
し
た

日
か
ら
14
日
以
内
に
町
民
課
又
は
各

支
所
に
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
国
保
に
加
入
す
る
と
き

　
退
職
や
任
意
継
続
保
険
が
喪
失
し

た
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
外

れ
た
な
ど
、
ほ
か
の
保
険
を
脱
退
し

た
場
合

届
出
に
必
要
な
も
の
　
健
康
保
険
資

格
喪
失
証
明
書
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

又
は
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書

類
、
印
鑑

◆
国
保
か
ら
脱
退
す
る
と
き

　
就
職
や
健
康
保
険
被
扶
養
者
に
な

る
な
ど
、
新
た
な
保
険
に
加
入
し
た

場
合

届
出
に
必
要
な
も
の
　
新
し
い
保
険

証
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
通
知

カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類
、
国
保
の

保
険
証
、
印
鑑

※
届
出
が
遅
れ
る
と
保
険
税
を
遡
っ

て
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
必
要

の
な
い
保
険
税
を
納
め
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ  

町
民
課 

TEL
７
２
︱

７
３
０
０

　
６
月
４
日
（
土
）
に
開
催
さ
れ
る

「
第
５
回
愛
南
町
い
や
し
の
郷
ト
ラ

イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
」
で
、
選
手
の
監

視
や
コ
ー
ス
の
誘
導
、
選
手
に
水
や

ド
リ
ン
ク
を
渡
す
エ
イ
ド
係
な
ど
を

お
手
伝
い
し
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

　
参
加
要
件
、

応
募
方
法
な

ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

応
募
締
切
日
　

４
月
20
日（
水
） 

問
合
せ

　
生
涯
学
習
課
内 

愛
南
町
い
や
し
の
郷

　
　
　
　
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
実
行
委
員
会
事
務
局 

TEL
７
３
︱

１
１
１
２
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あ
け
ぼ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
試
合
を

開
催
し
ま
す

■
生
涯
学
習
課
か
ら

「
海
洋
ク
ラ
ブ
員
」
を
募
集
し
ま
す

■
御
荘
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
か
ら

税
金
は
納
期
内
に
必
ず
納
め
ま
し
ょ
う

■
税
務
課
か
ら

　
あ
け
ぼ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
ま
す
。
当
日
は
、
９
時
30
分
か
ら

の
セ
レ
モ
ニ
ー
終
了
後
、
サ
ッ
カ
ー

の
記
念
試
合
を
開
催
し
ま
す
。
会
場

で
は
餅
ま
き
も
行
い
ま
す
の
で
、
皆

さ
ま
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
来

場
く
だ
さ
い
。（
入
場
無
料
）

【
記
念
試
合
】
南
宇
和
高
校
Ｖ
Ｓ
清

水
エ
ス
パ
ル
ス
ユ
ー
ス

会
場
　
あ
け
ぼ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

日
時
　
５
月
３
日（
火
）

　
　
　
10
時
30
分
キ
ッ
ク
オ
フ

問
合
せ

　

　
生
涯
学
習
課 

TEL
７
３
︱

１
１
１
１

　
海
洋
ク
ラ
ブ

は
、
豊
か
な
人
格

形
成
や
体
力
向
上

を
目
的
に
、
年
間

を
通
じ
て
マ
リ
ン

ス
ポ
ー
ツ
等
様
々

な
活
動
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
ク
ラ

ブ
員
は
随
時
募
集

し
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

加
入
資
格
　
町
内
在
住
の
小
学
校
３

年
生
以
上
の
方

年
会
費
　
１
名 

５
，０
０
０
円（
研
修

事
業
等
に
参
加
す
る
場
合
、
随
時
参

加
費
を
徴
収
し
ま
す
。）
活
動
内
容
や

申
込
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ

　
御
荘
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー 

 

TEL
７
２
︱

１
１
１
７

納　期　月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

納　期　限
5/2 5/31 6/30 8/1 8/31 9/30 10/31 11/30 12/26 1/31 2/28 3/31

（月）（火）（木）（月）（水）（金）（月）（水）（月）（火）（火）（金）

税
　
　
目

町 県 民 税
1期
全期

2期 3期 4期

固 定 資 産 税
1期
全期

2期 3期 4期

軽 自 動 車 税 全期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

介 護 保 険 料
（1号被保険者普通徴収分）

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

　
平
成
28
年
度
町
税
及

び
介
護
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
期
月

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
町
税
等
の
納
付
は
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
な
お
、
口
座
振
替

日
は
各
納
期
限
の
日
で

す
の
で
、
振
替
不
能
に

な
ら
な
い
よ
う
に
通
帳

の
残
高
を
よ
く
確
認
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
28
年
度

の
固
定
資
産
税
納
税
通

知
書
兼
課
税
明
細
書
・

納
付
書
（
口
座
振
替
を

ご
利
用
の
方
以
外
）
は
、

４
月
15
日
（
金
）
に
発
送

す
る
予
定
で
す
。

問
合
せ

　
税
務
課

 

TEL
７
２
︱

７
３
０
１
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

■
町
民
課
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
が

　
　
見
直
し
さ
れ
ま
し
た

■
町
民
課
か
ら

【平成28・29年度 保険料の計算方法】 　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
医
療
給
付
費
に
見
合
う
保
険
料

収
入
を
確
保
し
、
健
全
な
運
営
を
維
持
す
る
た
め
、
２
年
に
１

度
保
険
料
を
見
直
し
て
い
ま
す
。

　
愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
は
、平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料
を
改

定
し
ま
し
た
の
で
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

保
険
料
の
計
算
方
法

　
１
人
当
た
り
の
保
険
料
は
、
被
保
険

者
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
前
年
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所

得
割
額
」
の
合
計
に
な
り
ま
す
。

【
保
険
料
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
】

◇
所
得
の
低
い
方

　
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、
均
等

割
額
を
最
大
９
割
軽
減
し
ま
す
。
今
回

も
、
２
割
軽
減
と
５
割
軽
減
の
対
象
が

拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
総
所
得
金

額
等
か
ら
33
万
円
（
基
礎
控
除
額
）
を
差

し
引
い
た
金
額
が
58
万
円
以
下
の
方

は
、
所
得
割
額
を
５
割
軽
減
し
ま
す
。

◇
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方

　
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
会
社
の

健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険
の
被
扶

養
者
だ
っ
た
方（
国
民
健
康
保
険
・
国
民

健
康
保
険
組
合
は
除
く
。
）
は
所
得
割
額

の
負
担
は
な
く
、
均
等
割
額
が
９
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

 

社
会
全
体
で
制
度
を
支
え
て
い
ま
す
　 

　
医
療
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、
医
療

機
関
等
で
支
払
う
窓
口
負
担
を
除
い
た

費
用
を
、
公
費（
国
・
県
・
市
町
の
負
担

金
）
で
約
５
割
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

（
現
役
世
代
の
保
険
料
）
で
約
４
割
、
残

り
の
約
１
割
を
被
保
険
者
の
皆
様
が
保

険
料
と
し
て
負
担
し
、
社
会
全
体
で
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
、
入
院
し
た
と

き
に
医
療
機
関
の
窓
口
で
負
担
し
て
い
た
だ

く
食
事
代
が
、
１
食
当
た
り
３
６
０
円
に
見

直
し
さ
れ
ま
し
た
。
※
指
定
難
病
の
方
又
は

小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
方
の
食
事
代
は
こ
れ

ま
で
ど
お
り
で
す
。

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
「
国
民
健

康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
が
必
要
で
す
。窓
口
で
交
付
を
受
け
て

入
院
時
に
医
療
機
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ  

町
民
課 

TEL
７
２
︱

７
３
０
０

【
こ
れ
ま
で
】

一
般（
左
記
以
外
の
方
）

２
６
０
円

住
民
税
非
課
税

世
帯
低
所
得
Ⅱ

過
去
１
年
間
の
入
院
が

90
日
以
内

２
１
０
円

過
去
１
年
間
の
入
院
が

90
日
以
上

１
６
０
円

低
所
得
Ⅰ

１
０
０
円

【
平
成
28
年
４
月
１
日
〜
】

一
般（
左
記
以
外
の
方
）

３
６
０
円

住
民
税
非
課
税

世
帯
低
所
得
Ⅱ

過
去
１
年
間
の
入
院
が

90
日
以
内

２
１
０
円

過
去
１
年
間
の
入
院
が

90
日
以
上

１
６
０
円

低
所
得
Ⅰ

１
０
０
円

保険料（年額）

＝

均等割額

＋

所得割額

限度額57万円

＊10円未満切捨て
46,308円 〔

総所得金額等−33万円

〕
 × 所得割率

　　　　　 　   【  基礎  】　　　　　 　 　 控除額　　　
9.16％

【
年
金
収
入
ご
と
の
保
険
料
年
額（
単
身
世
帯
の
一
例
）】

年
金
収
入

軽
減
割
合

平
成
28
・
29
年
度

平
成
26
・
27
年
度

と
の
比
較

80
万
円 

均
等
割
９
割
軽
減

４
，６
３
０
円

１
１
０
円
増

１
５
０
万
円 

均
等
割
8.5
割
軽
減

６
，９
４
０
円

１
６
０
円
増

２
０
０
万
円 

均
等
割
２
割
軽
減

所
得
割
５
割
軽
減

５
８
，５
７
０
円

１
，１
２
０
円
増

問
合
せ  

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

TEL
０
８
９
︱

９
１
１
︱

７
７
３
３

　
　
　  

町
民
課 

TEL
７
２
︱

７
３
０
０
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国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
制
度
を

ご
存
知
で
す
か

■
町
民
課
か
ら

「
危
険
物
取
扱
者
試
験
」と「
準
備
講
習
会
」を
開
催
し
ま
す

■
消
防
本
部
か
ら

  

税
務
課
等
か
ら

４
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

固

定

資

産

税

1期分/4期分

全期

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、
ま
ず

督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し
て
い
ま

す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す
と
、
本
来
、
納
め

る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
延
滞
金
が
か
か
り
ま

す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益
費
、
駐

車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当
月
分
が
月
末

に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用
料
の

振
替
日
は
毎
月
21
日
、
再
振
替
日
は
翌

月
の
10
日
で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と
な
り
ま

す
。

　
20
歳
に
な
れ
ば
、
学
生
の
方
も
国

民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
学
生
納
付
特

例
制
度
は
、
所
得
が
少
な
く
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
学
生
の

方
が
、
将
来
、
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
、
ご
本
人
の
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。

【
ご
本
人
の
所
得
の
み
で
審
査
】

　
学
生
納
付
特
例
は
ご
本
人
の
所
得

の
み
で
判
定
し
ま
す
（
一
般
の
保
険

料
免
除
の
場
合
は
、
世
帯
主
等
の
所

得
も
含
め
て
免
除
の
対
象
と
な
る
か

判
定
）。
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
。

【
手
続
き
さ
れ
る
方
は
】

　
お
住
ま
い
の
市
町
役
場
の
国
民
年

金
担
当
窓
口
又
は
年
金
事
務
所
で
お

手
続
き
く
だ
さ
い
。

○ 

必
要
な
も
の
　
年
金
手
帳
・
学
生

証
又
は
在
学
証
明
書（
原
本
）・
印
鑑

【
手
続
き
の
簡
素
化
】

　
前
年
度
に
承
認
さ
れ
、
ハ
ガ
キ
様

式
の
申
請
書
が
送
付
（
３
月
末
送
付

予
定
）
さ
れ
た
方
で
、
引
続
き
申
請

す
る
場
合
は
、
そ
の
申
請
書
に
学
校

名
、
氏
名
、
住
所
等
を
記
入
の
う

え
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
し
て
く
だ
さ

い
。

※
学
校
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
再
申

請
が
必
要
で
す
。

【
承
認
さ
れ
る
と
】

　
承
認
期
間
中
の
ケ
ガ
や
病
気
な
ど

で
障
害
が
残
っ
た
と
き
は
、
一
定
の

条
件
を
満
た
せ
ば
障
害
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
将

来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

資
格
期
間
（
25
年
）
に
は
算
入
さ
れ
ま

す
が
、
追
納
を
し
な
け
れ
ば
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
承
認
期
間
に
つ
い
て
は
、
保
険
料

を
10
年
前
に
遡
っ
て
納
付
す
る
「
追

納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
（
２
年
を
過

ぎ
る
と
、
経
過
し
た
年
数
に
応
じ
て

保
険
料
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す
。）。

問
合
せ

　

　
宇
和
島
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

　
TEL
０
８
９
５
︱

２
２
︱

５
３
４
４

　
町
民
課 

TEL
７
２
︱

７
３
０
０

今
月
の
社
会
保
険
・

　
年
金
一
日
相
談
（
予
約
制
）

 

○
４
月
19
日（
火
）

　 

10
時
〜
15
時
30
分

　 
（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ

　
宇
和
島
年
金
事
務
所

　
お
客
様
相
談
室

　
TEL
０
８
９
５
︱

２
２
︱

５
５
６
９

　
電
話
受
付
対
応
時
間

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
平
成
28
年
度

危
険
物
取
扱
者
試
験（
第
１
回
）】

試
験
日
　
６
月
26
日（
日
） 

10
時
〜

会
場
　

・
学
生
　
県
立
吉
田
高
等
学
校
ほ
か

・
一
般
　
愛
媛
大
学

願
書
受
付
　

・
書
面
申
請 

　
４
月
12
日（
火
）〜
22
日（
金
）必
着

・
電
子
申
請

　
４
月
９
日（
土
）〜
19
日（
火
）

※
受
験
願
書
は
愛
南
町
消
防
本
部
に

あ
り
ま
す
。

試
験
種
類
　
甲
・
乙
・
丙
種
の
全
種

類
（
吉
田
会
場
は
乙
種
第
４
類
と
丙

種
の
２
種
類
）

【
準
備
講
習
会
】

日
時
　
５
月
20
日（
金
）、21
日（
土
）の

２
日
間

会
場
　
宇
和
島
地
区
広
域
事
務
組
合

消
防
本
部 

４
階
大
会
議
室

※
受
講
料
の
ほ
か
、
テ
キ
ス
ト
代
が

別
途
必
要
で
す
。

　
受
験
料
や
受
講
料
等
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
愛
南
町
消
防
本
部

 

TEL
７
２
︱

０
１
１
９
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「
ま
き
は
ん
べ
作
り
」
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か

■
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

備
え
よ
う 

防
災
グ
ッ
ズ

■
防
災
対
策
課
か
ら

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

■
保
健
福
祉
課
か
ら

銃
砲
刀
剣
類
の
所
持
に
は
登
録
が
必
要
で
す

■
生
涯
学
習
課
か
ら

　
愛
南
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム

推
進
協
議
会
で
は
、
「
ま
き
は
ん
べ

作
り
体
験
」
の
参
加
者
を
募
集
し
ま

す
。山
出
地
区
で
伝
統
的
な
一
品
と
し

て
作
ら
れ
て
い
る
「
ま
き
は
ん
べ
」

を
一
緒
に
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
４
月
23
日（
土
） 

　
　
　
10
時
〜
　

場
所
　
山
出
「
か
ん
こ
ろ
館
」

定
員
　
10
人
　（
先
着
順
）

体
験
料
　
１
人
　
１
，０
０
０
円

申
込
締
切
日
　
４
月
19
日（
火
）

問
合
せ

　

　
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー 

TEL
７
２
︱

７
３
１
１

　
愛
南
町
で
は
、
緊
急
避
難
時
持
出

用
品
セ
ッ
ト
を
購
入
す
る
方
に
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象

　
緊
急
避
難
時
持
出
袋
、
懐
中
電

灯
、
応
急
手
当
に
使
用
す
る
ガ
ー
ゼ

や
消
毒
液
等
３
品
目
、
保
存
水
、
保

存
食
の
７
品
目
を
揃
え
た
セ
ッ
ト

※
１
世
帯
に
つ
き
１
セ
ッ
ト
が
補
助

対
象
で
す
。
ま
た
、
本
事
業
及
び
城

辺
地
域
で
平
成
16
年
度
に
実
施
し
た

「
わ
が
里
づ
く
り
事
業
」
に
お
い
て

補
助
を
受
け
た
世
帯
は
補
助
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

補
助
金
額
　
購
入
価
格
の
２
分
の
１

以
内（
限
度
額
４
，０
０
０
円
）

問
合
せ  

　
防
災
対
策
課 

TEL
７
２
︱

０
１
３
１

　
宇
和
島
圏
域
手
話
奉
仕
員
養
成
講

座
を
宇
和
島
市
で
開
催
し
ま
す
。
講

座
は
「
入
門
課
程
」
と
「
基
礎
課

程
」
を
実
施
し
ま
す
。

【
手
話
を
学
ぼ
う
〜
入
門
課
程
】

対
象
者
　
手
話
を
初
め
て
学
ぶ
方

期
間
　

　
６
月
６
日
（
月
）
〜
11
月
21
日
（
月
）

の
月
曜
日（
全
21
回
）

　
19
時
〜
21
時

募
集
人
員
　
25
人

【
手
話
で
話
そ
う
〜
基
礎
課
程
】

対
象
者
　
昨
年
度
以
前
に
「
入
門
課

程
」
を
修
了
し
た
方

期
間

　
５
月
23
日
（
月
）
〜
12
月
５
日
（
月
）

の
月
曜
日（
全
25
回
）

　
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

募
集
人
員
　
10
人

※
両
課
程
と
も
、
会
場
は
宇
和
島
市

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
、
受
講
料

は
無
料
（
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
３
，

１
５
０
円
が
必
要
）
で
す
。
申
込
締

切
日
は
４
月
28
日
（
木
）
で
、
定
員
に

な
り
次
第
、募
集
を
締
め
切
り
ま
す
。

申
込
み
・
問
合
せ  

　
宇
和
島
市
福
祉
課
障
害
福
祉
係

 

TEL
０
８
９
５
︱

２
４
︱

１
１
１
１

　
平
成
28
年
度
の
銃
砲
刀
剣
類
の
登

録
審
査
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、
審
査
会
に

お
越
し
の
際
は
、
必
ず
事
前
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

実
施
日
　
偶
数
月
に
実
施
し
ま
す
。

会
場

　
愛
媛
県
庁 

第
一
別
館 

11
階
会
議
室

費
用

・
登
録
申
請
　

　
１
件
に
つ
き
６
，３
０
０
円

・
登
録
証
再
交
付
申
請
　

　
１
件
に
つ
き
３
，５
０
０
円

※
実
施
日
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ  

　
生
涯
学
習
課 

TEL
７
３
︱

１
１
１
１

　
愛
媛
県
教
育
委
員
会

　
文
化
財
保
護
課

 

TEL
０
８
９
︱

９
１
２
︱

２
９
７
８
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「
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
」の
予
防
接
種
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

■
保
健
福
祉
課
か
ら

住
宅
の
新
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
等
補
助
金
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

■
建
設
課
か
ら

老
朽
危
険
空
家
除
却
事
業
補
助
金
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

■
建
設
課
か
ら

　
平
成
28
年
度
「
高
齢
者
の
肺
炎
球

菌
感
染
症
」
予
防
接
種
の
対
象
者
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
４

月
に
配
付
す
る
回
覧
文
書
又
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

接
種
期
間
　

　
４
月
１
日（
金
）〜

平
成
29
年
３
月
31
日（
金
）

接
種
回
数
　
生
涯
１
回

自
己
負
担
金
　

　
４
，０
０
０
円
（
生
活
保
護
受
給
者

は
、
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
無
料
に

な
り
ま
す
。）

　
予
防
接
種

を
一
部
公
費

負
担
で
受
け

る
に
は
、
接

種
券
及
び
予

診
票
が
必
要

で
す
（
持
た
ず
に
接
種
し
た
場
合
は

自
費
に
な
り
ま
す
。
）
。
接
種
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
城
辺
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

問
合
せ

　
保
健
福
祉
課 

TEL
７
２
︱

１
２
１
２

【
平
成
28
年
度
対
象
者 

※
対
象
と
な
る
の
は
今
年
度
限
り
で
す
。】

65
歳

昭
和
26
年
４
月
２
日
〜
昭
和
27
年
４
月
１
日
生
ま
れ

70
歳

昭
和
21
年
４
月
２
日
〜
昭
和
22
年
４
月
１
日
生
ま
れ

75
歳

昭
和
16
年
４
月
２
日
〜
昭
和
17
年
４
月
１
日
生
ま
れ

80
歳

昭
和
11
年
４
月
２
日
〜
昭
和
12
年
４
月
１
日
生
ま
れ

85
歳

昭
和
６
年
４
月
２
日
〜
昭
和
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ

90
歳

大
正
15
年
４
月
２
日
〜
昭
和
２
年
４
月
１
日
生
ま
れ

95
歳

大
正
10
年
４
月
２
日
〜
大
正
11
年
４
月
１
日
生
ま
れ

１
０
０
歳

大
正
５
年
４
月
２
日
〜
大
正
６
年
４
月
１
日
生
ま
れ

※
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
も
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
る
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
愛
南
町
で
は
、
町
内
の
管
理
不
全

な
状
態
と
な
っ
た
不
良
住
宅
又
は
空

き
建
築
物
の
除
却
に
係
る
経
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
工
事

・
空
家
の
不
良
度
が
１
０
０
以
上
と

判
断
さ
れ
た
住
宅

・
避
難
路
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が

あ
る
住
宅

※
除
却
業
者
は
町
内
に
事
業
所
等
が

あ
り
、
愛
媛
県
知
事
許
可
登
録
を
受

け
た
業
者
で
あ
る
こ
と

補
助
金
額

　
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
８
以
内

（
限
度
額
80
万
円
）

問
合
せ

　

　
建
設
課 

TEL
７
２
︱

７
３
１
３

　
愛
南
町
で
は
、
住
宅
の
新
築
・
リ

フ
ォ
ー
ム
等
を
行
う
町
民
の
方
に
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象
住
宅

　
持
ち
家
（
親
又
は
子
の
住
宅
を
含

む
。
）
の
新
築
及
び
増
築
工
事
や
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
等
を
行
う
住
宅
（
補

助
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
事
が
、
町

の
ほ
か
の
補
助
制
度
と
重
複
し
て
い

な
い
こ
と
。）

補
助
対
象
工
事

　
住
宅
に
係
る
工
事
費
が
50
万
以
上

で
、
町
内
に
事
業
所
（
支
店
）
を
有
す

る
建
築
業
者
等
が
施
工
す
る
工
事

補
助
金
額

　
補
助
対
象
工
事
費
の
10
分
の
１
に

相
当
す
る
額（
限
度
額
20
万
円
）

※
補
助
申
請
額
が
平
成
28
年
度
予
算

額
に
達
し
た
場
合
、
受
付
終
了
と
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
補
助

金
の
交
付
は
、
住
宅
１
戸
又
は
申
請

者
１
人
に
つ
き
１
回
限
り
で
す
。

問
合
せ

　

　
建
設
課 

TEL
７
２
︱

７
３
１
３
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平成28年度「狂犬病予防注射」の日程をお知らせします
■環境衛生課から

問合せ 　環境衛生課 TEL７２ ︱７３１６

月日 地域 場　　　所 時　　　　　間 月日 地域 場　　　所 時　　　　　間

５
月
24
日（
火
）

内
　
　
海

網代消防倉庫 ８時３０分 ～ ８時３５分

５
月
26
日（
木
）

西
　
　
海

武者泊分館 ８時５０分 ～ ８時５５分

えひめ南農協魚神山出張所 ８時５５分 ～ ９時０５分  麦ケ浦集会所 ９時１０分 ～ ９時１５分

油袋漁民センター ９時２５分 ～ ９時３０分  福浦公民館 ９時３５分 ～ ９時４５分

家串公民館 ９時５０分 ～ ９時５５分 福浦学校前バス停 １０時００分 ～ １０時１０分

平碆分館 １０時１０分 ～ １０時１５分 樽見集会所 １０時２５分 ～ １０時３０分

須ノ川分館 １０時３５分 ～ １０時４５分 久家集会所 １０時５０分 ～ １１時００分

愛南漁協内海支所 １１時０５分 ～ １１時１０分 役場西海支所 １１時１５分 ～ １１時２５分

役場内海支所 １１時３０分 ～ １１時４５分 内泊集会所 １１時３５分 １１時４０分

御
　
　
荘

御荘菊川農村研修センター １３時００分 ～ １３時１５分 中泊集会所 １１時５０分 １１時５５分

平山集会所 １３時３５分 ～ １３時４０分 越田集会所 １３時２５分 １３時３０分

長崎集会所 １４時００分 ～ １４時０５分

城
　
　
辺

緑基幹集落センター １４時４５分 ～ １５時００分

長月公民館 １４時３５分 ～ １５時０５分 豊田集会所 １５時１５分 ～ １５時２０分

和口第２集会所 １５時２５分 ～ １５時３０分 長野集会所 １５時４０分 ～ １５時５０分

栄町集会所 １５時５０分 ～ １５時５５分 蓮乗寺バス停 １６時０５分 ～ １６時１０分

節崎コミュニティセンター １６時１０分 ～ １６時１５分 農業共済組合前 １６時３０分 ～ １６時４０分

馬瀬集会所 １６時３５分 ～ １６時４０分 役場本庁 １７時０５分 ～ １７時３０分

御荘文化センター １７時０５分 ～ １７時３０分

５
月
27
日（
金
）

城
　
　
辺

大僧都集会所 ８時５０分 ～ ８時５５分

５
月
25
日（
水
）

御
　
　
荘

猿鳴集会所 ８時３０分 ～ ８時３５分 僧都ふれあい交流館 ９時０５分 ～ ９時１０分

旧中浦小学校 ９時０５分 ～ ９時１０分 山出集会所 ９時３０分 ～ ９時３５分

中浦漁村振興センター ９時３０分 ～ ９時３５分 大道集会所 ９時５５分 ～ １０時００分

尻貝集会所 ９時５５分 ～ １０時００分 太場集会所 １０時１５分 ～ １０時２０分

高畑バス停 １０時１０分 ～ １０時１５分

一
　
本
　
松

上大道集会所 １０時４０分 ～ １０時５０分

赤水コミュニティセンター １０時３０分 ～ １０時３５分 満倉集会所 １１時１０分 ～ １１時１５分

深泥集会所 １０時５０分 ～ １０時５５分 中川コミュニティセンター １１時４０分 ～ １１時５５分

御荘B&G海洋センター １１時２０分 ～ １１時４５分 広見コミュニティセンター １３時３０分 ～ １３時５０分

城
　
　
辺

新浦バス停 １３時１０分 ～ １３時２０分 増田コミュニティセンター １４時１５分 ～ １４時２５分

久良漁協 １３時３５分 ～ １３時４５分 御在所集会所 １４時５０分 ～ １４時５５分

鯆越集会所 １４時０５分 ～ １４時１０分 徳田集会所 １５時１５分 ～ １５時２０分

深浦公民館 １４時３０分 ～ １４時４５分 正木下集会所 １５時３０分 ～ １５時３５分

旧愛南漁協東海支所 １５時００分 ～ １５時１０分 東小山集会所 １５時５０分 ～ １５時５５分

東海公民館 １５時３０分 ～ １５時４０分 小山本村集会所 １６時１０分 ～ １６時１５分

敦盛集会所 １５時５０分 ～ １５時５５分 内尾串集会所 １６時３０分 ～ １６時３５分

脇本集会所 １６時２５分 ～ １６時３０分 一本松保健センター １６時５０分 ～ １７時３０分

城の辺学習館 １７時１０分 ～ １７時３０分

◎予防注射料…１頭につき ３，０００円
　（注射済票交付手数料５５０円を含む。）

◎登　録　料…１頭につき ３，０００円
　（登録は１頭につき１回。※認め印が必要です。）

※混雑を避けるため、お支払いはつり銭のいらないように
　お願いします。

◆該当者には通知ハガキを郵送していますので、当日は必ずご持参く
ださい。ハガキを忘れた場合、記入していただく書類があります。


